
令和５年度一般会計補正予算（第３号）について

歳入歳出予算

当初予算額： 43,741,000千円

現計予算額： 44,231,987千円

補 正 額： ＋ 207,169千円

補正後予算額： 44,439,156千円 （＋698,156千円）

（補正額の内訳）
※ （ ）内は当初予算額からの増減額

① 物価高騰に係る支援事業費 ＋ 100,016千円（＋ 97,516千円）

② ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費 ＋ 87,134千円（＋ 87,134千円）

③ 消防救急デジタル無線機談合解決金に係る国庫補助金の返還金等 ＋ 15,777千円（＋ 15,777千円）

④ 私立保育所施設整備助成金の減額等 ▲ 5,357千円（▲ 1,123千円）

⑤ その他事業費の不足等に伴う増額 ＋ 9,599千円（＋ 5,846千円）

補 正 額：＋ 207,169千円（＋205,150千円）

※ （ ）内は市負担額（一般財源及び市債）

第４２号議案説明資料



【別紙】…前頁①～⑤に係る歳出予算の補正内容

（単位：千円）

国・県 市債 その他 一般財源

民生費-社会福祉費-社会福祉事業費

生活困窮者自立支援機能強化事業

民生費-社会福祉費-障害者福祉費

障がい福祉サービス事業所等に対する
物価高騰対策支援事業

民生費-老人福祉費-老人福祉事業費

介護保険サービス事業所等に対する
物価高騰対策支援事業

民生費-児童福祉費-児童福祉総務費

障がい児通所支援事業所に対する
物価高騰対策支援事業

民生費-児童福祉費-保育所費

私立保育所等に対する
物価高騰対策支援事業

（注） 「財源内訳」欄の「その他」は、国県支出金・市債以外の特定財源（寄附金及び特定目的基金等）を計上。

①

事　業　名 事 業 概 要

市内において自立相談支援機関と連携しながら、こども食堂・地域食堂
等を実施している民間団体に対し、物価高騰等の影響や支援ニーズの高
まりによる事業量の増加を踏まえ、1団体当たり25万円の範囲内で活動経
費を支援するもの（県全額負担）。

原油価格・物価高騰等により光熱費、食材料費及び燃料費が上昇し影響
が生じている事業所等に対し、安定した介護・障がい福祉サービスの提
供を継続できるよう、負担軽減等を目的とし支援するもの。
【支援額（1施設当たり）・支給対象】
・障害者福祉費
　　50千円（計画相談支援（3か所）、訪問系サービス（5か所））
　　300千円（通所系サービス（18か所））
　　1,000千円（施設系サービス（定員30人未満）（5か所））
・老人福祉事業費
　　50千円（居宅介護支援（27か所）、訪問系サービス（60か所））
　　300千円（通所系サービス（33か所））
　　1,000千円（施設系サービス（定員30人未満）（15か所））
　　2,000千円（施設系サービス（定員30人以上）（16か所））
・児童福祉総務費
　　50千円（保育所等訪問支援（1か所））
　　300千円（児童発達支援、放課後等デイサービス（18か所））

財源内訳

＋17,705

＋10,800

＋61,250

原油価格・物価高騰等により光熱費、食材料費及び燃料費が上昇し影響
が生じている私立保育所等に対し、安定した保育サービスの提供を継続
できるよう、負担軽減等を目的とし支援するもの。
【支給対象】
民間の事業者が運営する保育所（11か所）、認定こども園（6か所）、幼
稚園（2か所）、地域型保育事業所（6か所）
【支援額】
1施設当たり単価：800円×定員数×12か月
※給食提供日が5日に満たない場合、給食提供日数に応じて単価を減算
※送迎がある場合は、燃料費の上昇を踏まえ加算

＋61,250

＋10,800

＋5,450＋5,450

補正額

＋17,705

＋2,500 ＋2,500



（単位：千円）

国・県 市債 その他 一般財源
事　業　名 事 業 概 要

財源内訳
補正額

教育費-社会教育費-青少年対策費

放課後児童健全育成事業所に対する
物価高騰対策支援事業

教育費-保健体育費-学校給食費

学校給食支援事業

土木費-都市計画費-都市再開発費

ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業に
要する経費追加

総務費-総務管理費-一般管理費

消防救急デジタル無線機談合解決金に
係る国庫補助金の返還

公債費-公債費-元金

消防救急デジタル無線機談合解決金に
係る繰上げ償還

民生費-児童福祉費-児童福祉対策費

私立保育所施設整備助成金の減額

民生費-児童福祉費-保育所費

保育所等維持管理費の財源更正

（注） 「財源内訳」欄の「その他」は、国県支出金・市債以外の特定財源（寄附金及び特定目的基金等）を計上。

①

原油価格・物価高騰等により光熱費及び燃料費が上昇し影響が生じてい
る放課後児童健全育成事業所に対し、安定したサービスの提供を継続で
きるよう、負担軽減等を目的とし支援するもの。
【支給対象】
民設民営の事業所（3か所）
【支援額】
1施設当たり単価：545円×面積（㎡）
※送迎がある場合は、燃料費の上昇を踏まえ加算

②

打出保育所建て替えの際の仮園舎としての旧精道こども園の利用予定が
なくなったことに伴い、当該予定期間中の電気使用料の歳入予算を減額
したことによる財源更正。

④

民間事業者に移管した打出保育所について、事業者が前倒しで実施予定
だった建て替え時期を見直し、当初予定のとおり令和7年度に実施するこ
とを決定したため、不用額を減額するもの。

③

平成25年に国庫補助を受けて実施した消防救急デジタル無線機器整備事
業において談合が判明したため、委託業者を提訴していたが、令和5年3
月31日に和解が成立。解決金30,313千円が支払われたことを受け、事業
費の減額見直しが生じたため、補助金を国に返還するとともに、地方債
の繰上げ償還を行うもの。

・国庫補助金の返還　 5,102千円
・市債繰上げ償還    10,675千円

ＪＲ芦屋駅駅舎改良工事において、ホーム舗装等の復旧工・機械設備搬
入のための仮設工を増加するほか、地中障害物撤去工事及び耐震補強追
加工事等が必要となったため、工事負担金及び補償金を増額するもの。

食材価格高騰の影響を踏まえ、市立小中学校の学校給食の栄養バランス
や質・量を保つため、賄材料費を追加する一方、給食費の保護者負担額
については、市の負担により改定前の金額に据え置くことで、保護者の
負担軽減を図るもの。

＋193 ＋193

＋2,118

＋29,300 ＋57,834

＋5,102

＋0 ＋663

△ 1,786△ 3,571

△ 663

＋5,102

＋10,675 ＋10,675

△ 5,357

＋87,134

＋2,118



（単位：千円）

国・県 市債 その他 一般財源
事　業　名 事 業 概 要

財源内訳
補正額

民生費-生活保護費-生活保護総務費

生活保護システムの改修業務に要する
経費追加

労働費-労働諸費-労働諸費

「シルバー会員のデジタル利用促進
事業」に係るシルバー人材センター
補助金の追加

教育費-教育総務費-教育指導研究費

いじめ問題対策審議会委員報酬等の追加

教育費-社会教育費-社会教育事業費

コミュニティ助成事業
（コミュニティ・スクール助成事業）

合　計 ＋207,169 ＋182 ＋29,300 ＋1,837 ＋175,850

（注） 「財源内訳」欄の「その他」は、国県支出金・市債以外の特定財源（寄附金及び特定目的基金等）を計上。

⑤

シルバー人材センターにおいて、会員へのスマートフォンやパソコン等
の利用支援を行いセンターの事務処理の効率化・簡素化を図るデジタル
利用促進事業を支援するため、シルバー人材センター補助金を追加する
もの。

令和5年10月以降の生活保護費基準額見直しに伴い、システム改修に係る
業務委託料を追加するもの（補助率：国1/2）。

＋1,253

＋600

＋3,993
いじめ問題対策審議会による調査審議が、諮問した当初の想定以上に複
雑化、長期化していることを受け、事実関係の調査及び審議等に要する
報酬等を追加するもの。

＋3,993

＋2,500

朝日ケ丘コミュニティ・スクールにおいて、「夏まつり」等に必要な備
品整備事業を予定していたところ、今年度における（一財）自治総合セ
ンターのコミュニティ助成事業に採択されたため、当該補助金を追加す
るもの。

＋2,500

＋600

＋1,253＋2,506



第４２号議案 

   令和５年度芦屋市一般会計補正予算（第３号） 

  令和５年度芦屋市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ207,169千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ44,439,156千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。  

 （地方債の補正）  

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

   令和５年６月９日提出 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    







追　加

変　更

　　　庁内情報系システム統合運用管理業務

　　　内部情報系システム更新事業・長期保守業務

第 ３ 表 地

事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

起　　　　　債　　　　　の　　　　　目　　　　　的

市 街 地 再 開 発 事 業

第 ２ 表 債

令和６年度から令和８年度まで 116,160

補　　　　　正　　　　　後

令和５年度から令和１１年度まで 544,400

 方 債 補 正

（単位　千円）

期　　　　　　　　　　　　　間

（単位　千円）

限　　　　　度　　　　　額 限　　　　　度　　　　　額

補　　　　　正　　　　　前

1,006,200 1,035,500

 務 負 担 行 為 補 正 

限　　　　　　度　　　　　　額

















第４３号議案 

   令和５年度芦屋市公共用地取得費特別会計補正予算（第１号） 

  令和５年度芦屋市の公共用地取得費特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ145,000千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ1,087,000千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

   令和５年６月９日提出 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    









土地譲渡(R5)

代金支払(R5)

金融機関

市債の
借入(R4)

市債の
償還(R5)

【当初予算時点の想定】

【補正予算時点の状況】

【歳出】【歳入】

令和５年度芦屋市公共用地取得費特別会計補正予算（第１号）について

土地譲渡(R5)

代金支払(R5)【歳入】 【歳出】

(当初予算)
用地取得費 土地譲渡(R4)

代金支払(R4)

令和４年度当初予算により
公取会計が市債を借入れ、
地権者から土地を先行取得

【歳入】 【歳出】

(当初予算)
用地取得費

地権者

地権者

一般会計

一般会計 公取会計

(補正予算)
償還元金

(補正予算)
売払収入

（省略）

（省略）
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